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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
町
民
の
皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
新
春
を
穏
や
か
に
お

迎
え
の
こ
と
と
心
よ
り
お
慶
び
申

し
上
げ
ま
す
。

　　
日
頃
よ
り
農
業
委
員
会
活
動

に
ご
理
解
ご
協
力
を
賜
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

　　
昨
年
は
、
夏
の
記
録
的
な
猛

暑
な
ど
異
常
気
象
の
多
発
に
よ

り
、
農
業
に
お
い
て
は
非
常
に
厳

し
い
一
年
で
し
た
。
燃
料
費
や
肥

料
・
飼
料
の
価
格
上
昇
及
び
人
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新
年
の
ご
挨
拶

新
年
の
ご
挨
拶

中種子町農業委員会
会長　濵脇　嘉則

件
費
の
高
騰
等
に
よ
る
生
産
コ
ス

ト
が
増
加
し
、
農
家
の
皆
様
に

と
っ
て
は
経
済
的
な
負
担
が
増
し

た
一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　　
ま
た
、
「
令
和
の
米
騒
動
」
は
、

私
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
け
る
農

業
の
重
要
性
を
改
め
て
実
感
さ

せ
る
出
来
事
で
し
た
。
併
せ
て
、

日
本
の
食
料
生
産
の
脆
弱
性
を

痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
農
業

は
単
な
る
食
料
生
産
の
手
段
で

な
く
、
地
域
社
会
の
基
盤
で
あ

り
、
改
め
て
食
料
安
全
保
障
に
つ

い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
年
だ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　　
本
町
の
基
幹
作
物
で
あ
る
で

ん
粉
原
料
用
甘
藷
は
、
基
腐
れ

病
等
の
影
響
も
見
ら
れ
ま
し
た

が
、
前
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に
比
べ
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増
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と
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っ

て
い
ま
す
。
サ
ト
ウ
キ
ビ
に
つ
い

件
費
の
高
騰
等
に
よ
る
生
産
コ
ス

ト
が
増
加
し
、
農
家
の
皆
様
に

と
っ
て
は
経
済
的
な
負
担
が
増
し

た
一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　　
ま
た
、
「
令
和
の
米
騒
動
」
は
、

私
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
け
る
農

業
の
重
要
性
を
改
め
て
実
感
さ

せ
る
出
来
事
で
し
た
。
併
せ
て
、

日
本
の
食
料
生
産
の
脆
弱
性
を

痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
農
業

は
単
な
る
食
料
生
産
の
手
段
で

な
く
、
地
域
社
会
の
基
盤
で
あ

り
、
改
め
て
食
料
安
全
保
障
に
つ

い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
年
だ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　　
本
町
の
基
幹
作
物
で
あ
る
で

ん
粉
原
料
用
甘
藷
は
、
基
腐
れ

病
等
の
影
響
も
見
ら
れ
ま
し
た

が
、
前
年
に
比
べ
て
増
収
と
な
っ

て
い
ま
す
。
サ
ト
ウ
キ
ビ
に
つ
い

て
は
、
台
風
10
号
の
被
害
が
あ
り

心
配
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の

天
候
回
復
も
あ
り
、
増
収
が
予

想
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
米
に
つ
い

て
は
、
高
単
価
で
の
取
引
が
な
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
子
牛
価
格

に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
低
迷
が

続
い
て
お
り
、
安
定
し
た
取
引
を

願
う
ば
か
り
で
す
。
安
納
芋
、
レ

ザ
ー
リ
ー
フ
フ
ァ
ン
、
ス
ナ
ッ
プ
エ
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ド
ウ
、
ブ
ロ
ッ
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リ
ー
等
の
園

芸
作
物
も
さ
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な
る
生
産
振
興

が
図
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い

ま
す
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和
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藤田　幸司

（美座）

左上から

左上から

中﨑　和行 （池之平） ・ 牧瀬　一典 （熊野） ・ 中島　秀人 （二十番） ・ 田中　義人 （浜津脇） ・ 梶原　誠 （平鍋） ・ 鎌田　正司 （竹屋野）

鮫島　安平 （満足山） ・ 上妻　廣美 （中田） ・ 濵脇　嘉則 （下田） ・ 森山　昭市 （阿高磯） ・ 永浜　三津子 （阿高磯） ・ 中島　真実 （中山）

有留　惣一郎 （牧川）

担当地区 ： 星原

遠藤　智史 （原之里）

担当地区 ： 納官

増野幸孝 （秋佐野）

担当地区 ： 増田

松原浩則 （中山）

担当地区 ： 野間上

平山　信一郎 （満足山）

担当地区 ： 野間下

宮園　隆行 （向町）

担当地区 ： 油久

池山　久志 （中田）

担当地区 ： 南界

八汐　栄一 （屋久津）

担当地区 ： 岩岡

※農地の事でお困りの事がありましたら， 担当地区の農業委員 ・推進委員にお尋ね下さい。

濵脇　嘉則
＜会　　　長＞

森山　昭市
＜職務代理＞

中島　秀人

牧瀬　一典

藤田　幸司

下田 ・ 伊原 ・ 大牟礼 ・ 横町 ・ 松原
阿保 ・ 髙峯

氏　　名 担 当 地 区

熊野 ・ 塩屋 ・ 新町 ・ 今熊野

満足山 ・ 上方 ・ 畠田 ・ 旭町

全星原集落

池之平 ・ 秋佐野 ・ 戸畑 ・ 郡原
向井町

輪之尾 ・ 田島 ・ 東目

全油久集落

鮫島　安平

田中　義人

中﨑　和行

鎌田　正司

梶原　誠

上妻　廣美

原之里 ・ 平鍋 ・ 宝来 ・ 春田

氏　　名 担 当 地 区

中山 ・ 大平 ・ 伏之前 ・ 池之向

阿髙磯 ・ 屋久津 ・ 梶潟 ・ 衣之平

中田 ・ 長谷 ・ 原尾 ・ 本村

二十番 ・ 中之町 ・ 古房

竹屋野 ・ 栄町 ・ 町山崎 ・ 阿曽

中島　真実

永浜　三津子

中種子町農業委員の紹介

中種子町農地利用最適化推進委員の紹介
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R６.１月 ～１１月

Agricultural Committee

農地パトロールの実施

活動報告

　６月から８月にかけて，農業委員（１３名）及

び農地利用最適化推進委員（８名）による農地

パトロール（農地利用状況調査）を行い，遊休農

地や荒廃農地などを確認しました。また，遊休

農地の所有者には「農地利用意向調査」を行い，

遊休農地発生防止・解消に努めました。荒廃農

地（復元困難）につきましては，非農地として判

断することになります。

　

熊毛地区農業委員会最適化推進会議・視察研修

　１０月２８日地区の推進会議が鹿児島市で行われました。

会議には，令和５年度に地域計画を策定した喜界町農業委員会事務局の職員がリモートで事例発

表をしていただきました。鹿児島県農業共済組合より収入保険制度の説明や鹿児島県地域振興公

社の職員による研修が行われました。翌２９日には，南九州市の法人「アグリストちらん」を訪問し

施設内の作業風景を見学してきました。野菜を生産し販売を行っている大規模会社でした。

鹿児島県及び九州・沖縄ブロック女性農業委員会女性委員研修会

　９月１１日から１２日にかけて，鹿児島県農

業委員会女性委員の会が薩摩川内市に於いて行

われました。

　令和５年度の事業実績や収支決算の承認や６

年度の計画等が承認されました。

　翌１２日は（株）バイオアースにて蚕を使用し

た化粧品，また朝陽ワイナリーではワインの製

造を見学しました。県下１４０名の方が出席し

ました。

　１１月２０日から２１日にかけて，九州・沖

縄ブロック農業委員会女性委員研修会が佐賀市

に於いて行われました。

　九州・沖縄各地より総勢３４０名の女性農業

委員が集まり，グループワーク等で情報交換を

行い，講師の方の貴重な話を聞くことができま

した。
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老後の備えは大丈夫ですか。農業者年金に加入しませんか。

～農業者年金の加入条件～
◎農業に従事する日数が年間６０日以上であり，男女問わず加入できます。
◎国民年金に加入している方（国民年金納付免除の方は加入できません）

　高齢農家世帯（世帯主が 65 歳以上の夫婦 2 人）の家計費は、現金支出で月額
約 23 万 7 千円が必要です。（総務省家計調査などより）

　国民年金は、月々約 6 万 8 千円（40 年加入の場合）夫婦あわせて月額約 14 万
円です。厚生年金のモデルケースでは、夫婦あわせて月額約 23 万円です。

　老後はお金の心配をせずに暮らしたい。 しかし、予測不可能な経済変動や思わぬ
ケガ・病気もあります。
●65 歳の日本人の平均余命は男性 19 年（84 歳）、女性 24 年（89 歳）
●農業者年金受給者はさらに長生きされるデータがあります。

農業者年金の特徴
◎終身年金で８０歳までの保証がついており，仮に８０歳前に亡くなられた場合でも，８０歳まで受け取

れるはずであった農業者老齢年金の現在の価値に相当する額が死亡一時金として，遺族に支給されます。

税制上の優遇措置
◎支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象。

所得税や住民税の節税につながります。

◎認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方になります。（要相談）

35 歳未満の方は月額１万円から加入できます (R4.1 から）

◎厚生年金に加入した時点で農業者年金は喪失します。しかしそれまで積み立てた保険料は，農業者年金

が運用し続け将来年金としてお支払いいたします。払い戻しはできません。

会社勤めとなり厚生年金に加入した場合

保険料の額は事由に決められます。
◎保険料は月２万円から６万７千円の範囲内で，千円単位で自由に決められます。

農業経営の状況等に合わせて，いつでも見直しができます。

農家のことを知りつくした
農家のための年金です

こんなにかかる老後生活（現金支出で年額約２８４万円）

国民年金の支給額は ?サラリーマンの年金は ?

農家の方は長寿ですが…

農
業
者
年
金
と
は

？
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よくある質問
※中種子町は，契約書の作成・調整事務を農業公社に委託しております。

Q１：勝手に農地を取られたりしませんか？
A１：期間満了後は必ず所有者に返還されます。
　　　所有者を移転するものではありません。（所有者移転の事業も行っています。）
　　　再度，農地を貸したい場合は更新（再設定）も可能です。貸借終了前には通知いたします。

Ｑ3：申込みから契約締結までどれくらい日数がかかりますか？
Ａ3：申込みから契約締結までおおよそ２ヶ月です。
　　　開始日は毎月１日に設定しています。（12月と 3月はその限りではありません）

Ｑ5：どんな農地でも借り受けてくれますか？
Ａ5：原則，耕作者のいる農地を借り受けます。
　　　なお，再生不能な遊休農地など利用が著しく困難な農地等はできません。

Ｑ4：貸した農地を契約途中で返して貰えますか？また売買したい場合はどうすればよいですか？
Ａ4：契約途中での解約は，所有者・耕作者・農地バンクの３者の合意委が必要となります。町の農林水
　　　産課・農業委員会に相談下さい。解約完了まで約３ヶ月要します。
            解約終了後，売買の申請となります。

Ｑ2：賃料はどうやって決めるのですか？契約の途中でも変更はできますか？
Ａ2：賃料は，その地域の「標準賃料」を基本とし所有者・耕作者間で話し合って設定していただきます。
　　   なお，契約期間の途中でも賃料の変更は可能です。
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◆地域計画（目標地図）の策定に向けた関係機関の連携

「地域計画」 策定に向けた話合いを実施中です。

令和７年４月から変わります

　令和６年 10 月から校区ごとに話合いを実施してます。関係機関及び地区の農地所有者・耕作者

が集まり，昨年実施した意向調査をもとに地図化した現況地図をみながら今後の地区の集積・集約

に向けた話合いです。１０年後の地域農業の方針を具体的に固め目標地図を作成していきます。

　「地域計画」の実現に向けて地域一体となって取り組み，「地域計画」策定後も関係者での話合いは

継続し随時計画の見直しを行っていきます。

【令和 7 年 3 月まで】

①農地法に基づく農業委員会の許可

②市町村が作成する農用地利用集積計画の公告

③農地中間管理機構が作成する農用地利用配分計画の公告

【令和 7 年 4 月以降】

①農地法に基づく農業委員会の許可

②農地中間管理機構が作成する農用地利用集積等促進計画の公告

　令和 5 年 4 月に施行された農業経営基盤強化促進法等の改正により、農用地利用集

積計画と農用地利用配分計画が統合され、農地中間管理機構が作成する「農用地利用集

積等促進計画」に一本化されました。これにより、農地の権利移動は原則、農地法と農用

地利用集積等促進計画の二つに集約されました。

ＪＡ
農業委員会

農地バンク

市町村

土地改良区

地域の農業の将来の在り方

地域の作付方針
・地域内の出し手・受け手の情報を収集

・目標地図の素案を作成

・農地バンクへの貸付け等を積極的に促進

・地域外の受け手候補を掘り起こし

・農地中間管理権の取得等に関する協議の

　積極的な申入れ

地域の土地改良

事業の計画
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農地を農地以外で利用するには許可が必要です！農地を農地以外で利用するには許可が必要です！
　農地を農地以外で利用したい場合は，農業委員会の許可が必要となります。
　農業生産基盤である農地は，食料の安定的供給を図る上で重要な役割を担っており，良好な営
農条件を確保する一方，社会経済上必要な土地需要にも適切に対応する趣旨から設けられた法
律です。

　※中種子町は権限移譲を受けていますので，申請から許可まで約２５日ほどです。
（締め切り日 1日の場合）
許可を受けずに転用行為を行うと「違反転用」と判断し，工事の中止・農地への現状回復の命令
や罰則の適用。（３年以下の懲役または３００万円以下の罰金）

①転用する農地等の位置などから定められている「立地基準」において転用事業を実施すること
が可能であること。
②転用事業を実施することが可能であることを審査する「一般基準」にもとづいて，転用事業実
施者が信用・資力転用面積，必要な許認可の見込みなど転用事業が適法かつ確実に実施できる
ことの，両方を満たす必要があります。
まず，農業委員会に相談をして下さい。

　全国農業新聞は、 農業委員会ネットワークが発行する農業専門紙です。

1957（昭和 27）年に創刊し、2022 年に 70 周年を迎えました。

　１週間の農政の動きや、現場で役立つ栽培技術 ・流通の情報、魅力的な農

家の取り組みなどを幅広く伝え、 担い手の皆様の経営発展に役立つ新聞とし

て高く評価いただいております。

　常に、 より「見やすい」「分かりやすい」新聞を目指して編集 ・発行していま

す。ぜひ１度手に取っていただき、 情報収集のツールとして全国農業新聞を

ご愛読いただければ幸いです。

全国農業新聞とは
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＜農地転用の手続＞ 農地転用は次の２通り

【転用許可基準】

① 農地の権利移動を伴わない転用
② 農地の権利移動を伴う転用

　　（農地法第４条）
（農地法第５条）

農地を転用する場合

農地、採草放牧地を

転用するため売買等を行う

場合

売主又は貸主（農地所有者）と

買主又は借主（転用事業者）

都道府県知事 (注１)

※ 地方自治法に基づく権限

移譲を受けた市町村は２ｈａ

以下の転用は市町村長・農業

委員会会長（注２）

農地法 許可が必要な場合

転用を行う者

（農地所有者等）

許可申請者 許可権者

４条

５条
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